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　改正法のおもな内容については、以下のとおりです。
（１）子の看護休暇の改正
　①対象となる子の範囲を小学３年生終了までに延長
　②取得事由について、感染症に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式、卒園式を追加（※詳細は省
令）
　③短時間勤務職員以外の非常勤職員の取得要件のうち、六月以上の雇用期間の要件を廃止
（２）短期介護休暇の改正
　上記③と同様の改正
（３）育児のための所定外労働の制限の改正
　小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能に
 
　改正法の施行にあたり、条例例その他の円滑な施行のために必要と考えられる事項について
は、今後の内閣府令の改正や今後検討される国家公務員に係る対応等も踏まえて、追って通知・
情報提供を行う予定とされています。
 
　子の看護休暇については、今回の改正内容を上回る内容を勝ち取っている単組もあることか
ら、自治労としてはこれを最低限の獲得目標とし、8月定期大会の当面の闘争方針に対応方針を記
載する予定としています。
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